
 

規    則 

 

 

 「千曲市博物館等における共通観覧券の発行に関する条例施行規則」をここに公布する。 

 

 

  令和７年３月３１日 

 

 

                      千曲市長 小川 修一 

 

 

千曲市規則第１８号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

千曲市博物館等における共通観覧券の発行に関する条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、千曲市博物館等における共通観覧券の発行に関する条例（平成31年

千曲市条例第２号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（観覧等の手続） 

第２条 条例第２条の規定により、博物館等を観覧等しようとする者は、千曲市博物館等

共通観覧券（様式第１号）の交付を受けなければならない。 

（料金の減免） 

第３条 条例第７条の規定により、共通観覧券の料金の減額又は免除を受けようとする者

は、千曲市博物館等共通観覧料減額・免除申請書（様式第２号）を市長に提出し、承認

を受けなければならない。 

２ 共通観覧券の料金を減額し、又は免除する範囲及び率は、次のとおりとする。 

(1) 小・中学校、高等学校、大学、養護学校、幼稚園及び保育所等が教育活動で利用す

るとき 100分の100 

(2) 身体障害者手帳等の交付を受けている者及びその介護者が利用するとき 100分の

100 

(3) 前２号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める

率 

（補則） 

第４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、廃止前の千曲市博物館等における共通観覧券の発

行に関する条例施行規則（令和元年千曲市教育委員会規則第２号。次項において「旧規

則」という。）の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定



 

によりなされたものとみなす。 

３ この規則の施行の日前に、旧規則の規定により作成した様式は、この規則の施行の日

以後においても、当分の間、所要の調製をして使用することができる。



 

様式第１号（第２条関係） 

千曲市博物館等共通観覧券 

 

  一 般 １，０００円 

  高校生   ５００円 

 

  発行日   年  月  日 

  有効期間 発行日より６か月 

  各施設の入館(場)は１回限り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       千曲市⾧       

 

森将軍塚古墳館 

 

 

古墳館 

 

 

アートまちかど 

 

 

アート 

 

 

稲荷山宿・蔵し館 

 

 

蔵し館 

 

 

ふる里漫画館 

 

 

漫画館 

 

武水別神社神官松田邸 

 

 

松田邸 

 

さらしなの里歴史資料館 

 

 

さ歴館 

 

城山史跡公園（荒砥城跡） 

 

 

荒砥城 

 



 

様式第２号(第３条関係) 

千曲市博物館等共通観覧料減額・免除申請書 

 
 

年   月   日 

 
 (宛先)千曲市長 

 
 

申請者 住 所 
団体名 
氏 名 
電 話 

 
 
 千曲市博物館等の共通観覧券の料金について、下記の理由により減額・免除してく

ださい。 

 

観覧(利用)
目的 

 

観覧(利用)
人数 

 一般      人 
 高校生     人 
 合計      人 

観覧(利用)
期間 

     年  月  日   から 
     年  月  日   まで      日間 

減額・免除

の理由 
  

 

 


